
業 務 委 託 契 約 書
（準委任）

　株式会社○○○○（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、業務の委託に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。
第１条（目的）
　甲は、乙に対し、本契約に基づき、第３条記載の業務（以下「本件業務」という。）を委託し、乙はこれを受託する。
第２条（業務遂行上の義務等）
　１　乙は、本契約に定められた各条項を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行する。
　２　乙は、本件業務の遂行に関して、法令、監督官庁の告示・通達及び業界の自主ルール等を遵守しなければならない。
第３条（業務の内容・料金等）
　１　甲及び乙は、本件業務に関し、以下の各号のとおり合意する。
　　⑴　本件業務の内容及び範囲
　　　①　
　　　②　
　　　③　

　⑵　委託の期間
令和○年○○月○○日から令和○年○○月○○日まで
⑶　委託料金
　　月額○○○○円（消費税込み）
⑷　委託料の支払期日・支払方法
　　委託料は毎月１日から末日までの当月分を、翌月○○日限り、下記の銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
記

　　　　　○○銀行　△△支店　普通預金
　　　　　口座番号：＊＊＊＊＊＊
　　　　　口座名義：

⑸　業務の時間及び場所等
　　　　時間：週○回（毎週○曜日）午前○○時～午後○○時
　　　　場所：任意

　　⑹　業務にかかる報告の方法及び形式
　　　　
　２　甲及び乙は、前項の内容を修正、追加、削除等をする場合には、その都度協議の上定めるものとする。
第４条（再委託）
　乙は、本件業務について、第三者に再委託することはできない。

第５条（秘密保持）
　１　甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない。ただし、情報を受領した者は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、それらの者に対し、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において、必要最小限の範囲に限り、秘密情報を開示することができる。法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた秘密情報についても同様とする。
　２　前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
　　⑴　開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
　　⑵　開示を受けた際、既に公知となっている情報
　　⑶　開示を受けた後、自己の責めによることなく公知となった情報
　　⑷　正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
　　⑸　相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
　３　甲及び乙は、相手方の事前の書面（電子メールを含む）による承諾がない限り、情報を開示された日から○年間は、当該秘密情報を第三者に開示、提供してはならない。

第６条（権利の帰属）
　成果物について生じ又は本件業務遂行の過程で生じる発明、考案又は創作に関する知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権等）の帰属は、業務の内容に応じて甲乙協議のうえ決定する。

第７条（個人情報の取扱い）
　１　甲及び乙は、本件業務の遂行にあたり個人情報（「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年５月３０日法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第２条に定義する「個人情報」をいう。）を取り扱う場合には、個人情報保護法及び本契約の定めを遵守し、本件業務の目的及び範囲を超えて、加工、利用、複写又は複製してはならず、これを取り扱ってはならない。
　２　甲乙間において個人情報の記録媒体及びデータの授受及び保管を行う場合は、乙は、甲との間で、その都度授受及び合理的な保管の方法について協議のうえ、合理的な安全対策を講じたうえで適切に管理を行うものとする。
　３　乙は、本件業務が完了した場合又は甲の指示がある場合には、甲から預託された個人情報並びにその記録媒体及びデータを、別途定める方法により、直ちに返却し、破棄し又は消去する。
　４　乙は、個人情報の漏洩・流出等の事故が発生した場合は、甲に対し、直ちに事故の発生日時・内容等について報告するとともに、その後の対応について甲の指示に従わなければならない。
第８条（業務報告）
　甲は、乙に対し、乙の本件業務の遂行状況、並びに秘密情報及び個人情報の管理状況について、必要に応じて、いつでも報告を求めることができる。
第９条（契約期間及び更新）
　１　本契約の有効期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○か月間とする。
　２　前項の規定にかかわらず、期間満了日の○か月前までにいずれの当事者からも何らの意思表示がないときは、同じ条件でさらに○年間更新されるものとし、その後も同様とする。
　３　本条により本契約が終了した場合、第１０条に基づき本契約が解約された場合、又は第１１条に基づき本契約が解除された場合でも、第５条ないし第７条、第１１条２項、第１２条、第１３条、第１７条及び第１８条は有効に存続する。

第１０条（中途解約の原則禁止）
　１　甲又は乙は、本契約の有効期間中、甲乙間で合意した場合を除き、本契約を解約することはできない。
　２　甲及び乙は、本契約を合意により解約した場合は、乙の本業務の履行割合に応じた委託料を計算の上、精算を行う。

第１１条（契約の解除）
　１　甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
　　⑴　本契約に定める条項に違反し、催告したにもかかわらず合理的期間内に当該違反が是正されないとき
　　⑵　支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
　　⑶　第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
　　⑷　破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
　　⑸　監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
　　⑹　解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
　　⑺　資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
　　⑻　その他、前各号に準じる事由が生じたとき
　２　前項に基づき本契約を解除した当事者は、相手方に対し、自らが被った損害の賠償を請求することができる。

第１２条（反社会的勢力の排除）
　１　乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
　　⑴　自らが、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者の構成員（以下、総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。
　　⑵　反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
　　⑶　自ら又は第三者を利用して、この契約に関して相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
　２　甲は、乙が次のいずれかに該当した場合には、乙は、甲に対して、甲の被った損害を賠償する。
　　⑴　前項⑴の確約に反する表明をしたことが判明した場合
　　⑵　前項⑵の確約に反し契約をしたことが判明した場合
　　⑶　前項⑶の確約に反した行為をした場合

　３　前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、甲の被った損害を速やかに賠償するとともに、解除により自ら被った損害について、甲に対し一切の請求を行わない。

第１３条（損害賠償）
　甲及び乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、その直接かつ現実の損害（弁護士費用を除く。）を賠償しなければならない。

第１４条（契約内容の変更）
　甲及び乙は、業務の量・内容の増減、経済情勢の変動等の諸事情により、本契約の内容に変更の必要性が生じた場合は、相手方に対し、本契約の内容の変更を求めることができる。

第１５条（譲渡禁止）
　甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡・承継し、若しくは担保に供してはならない。
第１６条（完全合意）
　本契約は、本契約締結時における甲乙の合意の全てであり、本契約締結以前における甲乙間の明示又は黙示の合意、協議、申入れ、各種資料等は、本契約の内容と相違する場合には、効力を有しない。

第１７条（準拠法）
　本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第１８条（合意管轄裁判所）
　本契約に係る一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第１９条（協議事項）
　甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の規定に関する解釈上の疑義については、法令及び商慣習に従うほか、誠意をもって協議を行い解決する。
　本契約の成立を証するため本書２通を作成し、各自記名押印の上、各１通を保有する。
　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　甲
　　　　　　　　　　　　　　　　乙
「相互副業」を行う際に副業者と受け入れ企業が締結する「業務委託契約書」のテンプレートを、弁護士監修のもと無料公開します。


「相互副業」を実施する際の契約書作成や社内規程の整備にあたっての参考資料としてご活用ください。





なお、本テンプレートは一般的な情報提供を目的とする参考ひな形であり、特定の事案に対する法的助言その他の専門的助言を行うものではありません。実際の利用・運用にあたっては、各社の事情に応じて内容を修正のうえ、必要に応じて弁護士その他の専門家にご確認ください。





本テンプレートについて、パーソルキャリア株式会社は、その正確性、完全性、最新性、有用性、特定目的適合性その他一切を保証するものではありません。また、本テンプレートの利用、利用不能、利用結果その他本テンプレートに関連して生じたいかなる損害、損失、費用、紛争その他の不利益についても、パーソルキャリア株式会社は一切の責任を負いません。





キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム事務局�パーソルキャリア株式会社
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